
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及
び
規
模
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及
び
規
模
を
定
め
る
政
令
（
令
和
三
年

政
令
第
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
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○
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及
び
規
模
を
定
め
る
政
令
（
令
和
三
年
政

令
第
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に

１

特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
事
業
の
区
分
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政

る
事
業
の
区
分
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
政

令
で
定
め
る
規
模
は
、
当
該
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

令
で
定
め
る
規
模
は
、
当
該
事
業
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

事
業
の
区
分

規

模

事
業
の
区
分

規

模

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

三

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

年
度
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ

（

（
新
設
）

（
新
設
）

ム
提
供
者
が
一
般
利
用
者
に

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
よ
る

新

対
し
て
情
報
の
検
索
又
は
文

商
品
等
提
供
利
用
者
の
商
品
等

設

字
、
画
像
若
し
く
は
映
像
の

に
係
る
情
報
を
広
告
と
し
て
表

）

投
稿
に
よ
る
他
の
一
般
利
用

示
す
る
役
務
の
提
供
（
当
該
事

者
と
の
交
流
を
目
的
と
す
る

業
に
係
る
場
に
お
け
る
も
の
に

場
を
提
供
し
、
及
び
当
該
場

限
る
。
）
に
係
る
国
内
売
上
額

に
お
い
て
商
品
等
提
供
利
用

が
千
億
円
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者
が
一
般
利
用
者
に
対
し
て

商
品
等
に
係
る
情
報
を
広
告

と
し
て
表
示
す
る
事
業
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の

イ

商
品
等
提
供
利
用
者
が

主
と
し
て
事
業
者
で
あ
り

、
か
つ
、
一
般
利
用
者
が

主
と
し
て
事
業
者
以
外
の

者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

商
品
等
に
係
る
情
報
を

表
示
す
べ
き
商
品
等
提
供

利
用
者
を
主
と
し
て
競
り

に
よ
り
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四

商
品
等
提
供
利
用
者
が
一
般

年
度
に
お
け
る
商
品
等
提
供
利

（

（
新
設
）

（
新
設
）

利
用
者
に
対
し
て
自
ら
の
広

用
者
に
よ
る
広
告
表
示
枠
に
お

新

告
表
示
枠
（
文
字
、
画
像
又

い
て
広
告
素
材
を
広
告
と
し
て

設

は
映
像
を
広
告
と
し
て
表
示

表
示
す
る
役
務
の
提
供
（
当
該

）

す
る
た
め
に
電
子
計
算
機
を

事
業
に
係
る
場
に
お
け
る
も
の

用
い
た
情
報
処
理
に
よ
り
構

に
限
る
。
）
に
係
る
国
内
売
上

築
し
た
場
所
を
い
う
。
以
下

額
の
合
計
額
が
五
百
億
円

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
い
て
一
般
利
用
者
の
広

告
素
材
（
広
告
と
し
て
表
示
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す
べ
き
文
字
、
画
像
又
は
映

像
で
あ
っ
て
、
電
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

成
さ
れ
、
及
び
記
録
さ
れ
た

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
広
告

と
し
て
表
示
す
る
役
務
を
提

供
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

のイ

商
品
等
提
供
利
用
者
及

び
一
般
利
用
者
が
主
と
し

て
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
広
告
表
示
枠
に
お

い
て
一
般
利
用
者
の
広
告

素
材
を
広
告
と
し
て
表
示

す
る
役
務
を
提
供
す
べ
き

商
品
等
提
供
利
用
者
を
主

と
し
て
競
り
に
よ
り
決
定

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）


